
原子力防護専門部会 技術検討ワーキング・グループの設置について（案） 
 

                           平成２３年６月３０日 
                            原 子 力 委 員 会 
                             原子力防護専門部会 
 
１．趣旨 
 平成２３年２月上旬に IAEA において核セキュリティ勧告文書（※）が発行され、

国際的な核セキュリティ強化の動きがみられる。IAEA の勧告文書の発行等を踏ま

えた核物質等の防護の強化の具体的な検討に当たっては、技術的・専門的な検討が

必要となることから、本専門部会に技術検討ワーキング・グループ（ＷＧ）を設置

する。   
なお、平成２３年３月１１日に発生した福島第一原子力発電所事故を踏まえた教

訓については、可能な範囲で本ＷＧでの検討に盛り込むこととする。 
 
※IAEA 核セキュリティ勧告文書 

・「核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告」(INFCIRC/225/Rev.5） 

 ・「放射性物質及び関連施設に関する核セキュリティ勧告」 

 ・「規制上の管理の外にある核物質及びその他の放射性物質に関する核セキュリティ勧告」 

 

２．構成員 
原子力防護専門部会委員若干名及び有識者等若干名を別に定める。 

 
３．検討内容 
（１）IAEA 核セキュリティ勧告文書を踏まえて核物質防護を強化するに当たって

の課題の抽出及び具体的な対応策に係る技術的・専門的観点からの検討 
（２）福島第一原子力発電所事故を踏まえた、原子力発電所事故時等における課題

の抽出及び核物質防護の強化の具体的対応策に係る技術的・専門的観点からの

検討 
（３）その他、本専門部会が指示する事項の検討 
 
４．スケジュール 
 年度内を目途に、検討の結果を取りまとめ、原子力防護専門部会に報告する。 
 
５．その他 
（１）ＷＧは、核物質防護上の機微情報を含むため、原則として非公開で審議する

ものとする。 
（２）ＷＧの運営については、原子力委員会専門部会等運営規程を準用する。 
 

以 上 

資料第５号




